
○
保
険
料
に
つ
い
て

　

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
で
は
、

被
保
険
者
一
人
ひ
と
り
に
保
険
料

を
納
付
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

※
総
所
得
金
額
等
と
は

・
各
収
入
か
ら
必
要
経
費
（
公
的
年
金
控

除
額
や
給
与
控
除
額
等
）
を
差
し
引
い
た

所
得
の
合
計
額
で
、
申
告
分
離
課
税
の
所

得
金
額
や
山
林
所
得
金
額
を
含
み
ま
す
が

退
職
所
得
は
含
み
ま
せ
ん
。

・
遺
族
年
金
や
障
が
い
年
金
は
収
入
に
含

み
ま
せ
ん
。

・
各
種
所
得
控
除
（
社
会
保
険
料
控
除
・

配
偶
者
控
除
・
扶
養
控
除
・
医
療
費
控
除

な
ど
）
は
適
用
さ
れ
ま
せ
ん
。

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
お
知
ら
せ

年間保険料額（賦課限度額 62万円）

①所得割額（総所得金額等※－33 万円）× 8.86％

②均等割額　42,965 円

＋

○
保
険
証
の
更
新
に
つ
い
て

　

新
し
い
被
保
険
者
証(
ピ
ン
ク

色)

を
、令
和
元
年
７
月
中
旬
に
、

簡
易
書
留
で
送
付
し
ま
す
。

　
現
在
の
被
保
険
者
証（
若
草
色
）

は
、
令
和
元
年
８
月
１
日
以
降
は

使
用
で
き
ま
せ
ん
。

　

新
し
い
被
保
険
者
証(

ピ
ン
ク

色)

が
届
い
た
ら
、
８
月
１
日
以

降
に
若
草
色
の
被
保
険
者
証
を
返

却
し
て
く
だ
さ
い
。
ご
自
身
で
処

分
す
る
場
合
は
十
分
に
注
意
し
て

く
だ
さ
い
。

○
限
度
額
適
用
認
定
証
に
つ
い
て

　
入
院
す
る
と
き
や
高
額
な
外
来

診
療
を
受
け
る
と
き
は
、
限
度
額

適
用
認
定
証
（
住
民
税
非
課
税
世

帯
の
か
た
は
限
度
額
適
用
・
標
準

負
担
額
減
額
認
定
証
）
を
医
療
機

関
な
ど
の
窓
口
に
提
示
す
る
こ
と

で
、
医
療
費
の
支
払
い
が
自
己
負

担
限
度
額
ま
で
と
な
り
ま
す
。

※
現
在
、
有
効
な
限
度
額
適
用
認

定
証
な
ど
を
持
っ
て
い
る
か
た
に

つ
い
て
は
、
今
年
度
よ
り
更
新
手

続
き
が
不
要
と
な
り
ま
し
た
。
７

月
下
旬
ご
ろ
、
郵
送
さ
れ
る
予
定

で
す
。

○
保
険
料
の
軽
減
措
置

◆
所
得
の
低
い
世
帯
に
属
す
る
か

た
に
対
す
る
軽
減

【
均
等
割
額
の
軽
減
】

　
所
得
が
低
い
世
帯
に
属
す
る
か

た
は
、
次
の
基
準
に
よ
り
均
等
割

額
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。

◆
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加
入

す
る
前
日
に
被
用
者
保
険
（
※
）

の
被
扶
養
者
で
あ
っ
た
か
た
に
対

す
る
軽
減

　
所
得
割
は
課
さ
れ
ま
せ
ん
。
均

等
割
は
、
資
格
取
得
か
ら
２
年
間

は
５
割
軽
減
さ
れ
ま
す
。（
軽
減

期
間
が
こ
れ
ま
で
の「
当
面
の
間
」

か
ら
２
年
間
に
変
更
）

※
被
用
者
保
険
と
は
、
協
会
け
ん
ぽ
、
企

業
の
健
康
保
険
組
合
に
よ
る
健
康
保
険
、

船
員
保
険
、
公
務
員
の
共
済
組
合
な
ど
の

こ
と
を
い
い
、
市
町
国
民
健
康
保
険
お
よ

び
国
民
健
康
保
険
組
合
は
含
ま
れ
ま
せ
ん
。

　
該
当
の
か
た
に
は
軽
減
措
置
を

行
っ
た
後
の
保
険
料
額
を
通
知
し

ま
す
が
、
被
用
者
保
険
の
被
扶
養

・世帯は４月１日（年度途中に資格取得したかたは資格取得日）時点の状況で判定されます。
・前年（１月から３月までは前々年）12月末日の年齢が 65歳以上のかたの年金所得は、通常の公的年金控除以外に 15万円
を控除します。
・事業専従者控除は適用されず、専従者給与額は事業主の所得に合算されます。譲渡所得の特別控除は適用されません。

者
で
あ
っ
た
か
た
で
軽
減
措
置
が

行
わ
れ
て
い
な
い
場
合
は
、
問
い

合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

○
保
険
料
の
徴
収

特
別
徴
収
…
年
金
か
ら
の
天
引
き

に
よ
る
納
付

普
通
徴
収
…
納
付
書
や
口
座
振
替

に
よ
る
納
付

※
年
金
の
受
給
額
が
年
額
18
万
円

未
満
の
か
た
や
、
介
護
保
険
料
と

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
を
合
わ

せ
た
１
回
あ
た
り
の
天
引
き
額

が
、
年
金
の
１
回
あ
た
り
の
支
給

額
の
２
分
の
１
を
超
え
る
場
合

は
、
普
通
徴
収
と
な
り
ま
す
。
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後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
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▶平成30年度 令和元年度

保険料の納付額（１割） 保険料の納付額（２割）

９割軽減 ８割軽減

（例）年金収入80万円以下のかた

　保険料の均等割について、これまで９割軽減の対象
となっていたかた（上記の②）は、今年度、８割軽減に変
わります。
　所得の低い年金受給者のかたへは、10月から、年金
生活者支援給付金（基準額月5,000円）の制度が始ま
ります。また、介護保険料についても保険料の負担が
軽減されています。

※年金生活者支援給付金については、対象者に10月ごろ
日本年金機構より通知が届きます。

同一世帯の被保険者および世帯主の総所得金額等の合算額 軽減割合 軽減後の額
①  33 万円以下 8.5 割 　6,444 円
②  33 万円以下であって被保険者全員の年金収入が
　  80 万円以下 ( そのほか各種所得がない ) ８割 8,593 円

③（33 万円＋被保険者数× 28 万円）以下 ５割 21,482 円
④（33 万円＋被保険者数× 51 万円）以下 ２割 34,372 円

13 広報とば  令和元年７月 1 日号


